
（様式第４号）

【不利益処分基準】

所管所属 福祉保健課

鳥取県福祉人材センターの指定の取消し

根拠条文 社会福祉法第９８条第１項

都道府県知事は、都道府県センターが、次の各号のいずれかに該当するとき

は、第九十三条第一項の規定による指定（以下この条において「指定」とい

う。）を取り消すことができる。

一 第九十四条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができない

と認められるとき。

二 指定に関し不正の行為があつたとき。

三 この款の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

審査基準 １ 不利益処分をする基準

県福祉人材センターが、以下のいずれかに該当するとき

（１）社会福祉法第９４条に規定する業務を適正かつ確実に実施することが

できないと認められるとき。

（２）指定に関し不正の行為があつたとき。

（３）社会福祉法の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反した

とき。

２ 不利益処分の内容及び程度

福祉人材センターの指定の取消し


